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2026年６月26日 

各  位 

会 社 名 Ｓ Ｂ Ｉ リ ー シ ン グ サ ー ビ ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 佐  藤  公  平 

（コード番号：5834  東証グロース市場） 

問 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 吉 原  寛 

TEL. 03-6229-1080 

 

支配株主等に関する事項について 

 

 当社の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のと

おりとなります。 

 

記 

 

１． 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

(2026年３月31日現在) 
 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株券が

上場されている

金融商品取引所

等 
直接所有分 合算対象分 計 

ＳＢＩホールディングス 

株式会社 
親会社 ― 62.0 62.0 

株式会社東京証

券取引所 

プライム市場 

ＳＢＩノンバンクホール

ディングス株式会社 

親会社、主

要株主かつ

筆頭株主 

62.0 ― 62.0 ― 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

上場会社に与える影響が最も大きい

と認められる会社の名称 
ＳＢＩホールディングス株式会社 

その理由 

ＳＢＩホールディングス株式会社は、100％子会社であるＳＢＩ

ノンバンクホールディングス株式会社を通じて、当社の議決権

所有割合の62.0％を間接保有しています。ＳＢＩホールディン

グス株式会社及び同社の子会社においては、ＳＢＩホールディ

ングス株式会社がグループ全体の基本方針・戦略決定やグルー

プ間のシナジー施策を推進しているため、当社に与える影響が

最も大きい親会社はＳＢＩホールディングス株式会社でありま

す。 
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３．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

(1)親会社等の企業グループ（ＳＢＩグループ）における位置付け 

親会社等の企業グループ（ＳＢＩグループ）は、銀行事業・証券事業・保険事業を中心とする「金

融サービス事業」、投資教育や投資信託の運用などお客さまの最適な資産形成をサポートする「資産

運用事業」、国内外の成長産業への投資や投資先企業の育成などベンチャーキャピタルファンドの運

営を行う「ＰＥ投資事業」、暗号資産（仮想通貨）の交換・取引サービス、流動性を供給するマーケ

ットメイカー事業などを行う「暗号資産事業」及びバイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティ

クス事業やＷｅｂ３関連事業など先進的な事業の展開を行う「次世代事業」の５セグメントでグロー

バルに事業を展開する総合金融グループです。ＳＢＩグループの「企業生態系」を構成する各企業

は、それぞれ独立して事業を展開しつつ、シナジー効果を徹底追求し相互進化を図っています。 

当社は「金融サービス事業」を展開するＳＢＩグループの一社であります。  

 

(2)親会社等の企業グループ（ＳＢＩグループ）に属することによる事業上の制約及びリスク等 

当社は、親会社との関係を明確にするため親会社との間で経営管理契約を締結しております。 

同契約において、親会社等への事前報告を要する事項はあるものの、承認を要する事項はなく事業

上の制約はありません。 

当社はＳＢＩグループに属するメリットとして、ＳＢＩグループのネットワーク、知名度を活かし

たビジネス展開が可能になるものと考えておりますが、一方で、ＳＢＩホールディングス株式会社及

び他のＳＢＩグループ会社に生じた財務内容、信用状況、業績等に関するマイナスイメージ等に起因

し、当社にもレピュテーションリスクが生じるおそれがあります。 

 

(3)親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方 

当社は、取締役７名のうち２名が社外取締役、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、当社役

員で親会社と兼務関係はありません。 

社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一

般株主との利益相反が生じるおそれのない人物を選任しており、社外の客観的・中立的観点から、そ

れぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした監督又は監査及び助言・提

言等を実施し、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適法性を確保する機能・役割を担ってお

ります。 

また、上記体制に加え、上述の経営管理契約を締結することにより親会社との関係を明確化し、経

営の独立性を確保しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

当社は、当社の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社及びそのグループ会社と出向負担

金・費用の立替、業務提携等の取引を行っており、2026年３月期における概要は以下のとおりであり

ます。 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の 

所有（被所

有）割合 

（％） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

親会社 

ＳＢＩホール

ディングス株

式会社 

東京都 

港区 
238,019 

株式等の保有

を通じた企業

グループの統

括・運営等 

（被所有） 

間接 62.0 

人件費・ 

費用の立替 

出向負担金 

・費用の 

立替払等 

39 未払金 61 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

人件費については、主に人件費の立替精算及び出向者に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相

当額を支払っております。 
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種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の 

所有（被所

有）割合 

（％） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

株式会社

ＳＢＩ新

生銀行 

東京都 

中央区 
178,507 銀行業 － 資金の借入 

資金の借入 （注） 

短期借入金 
 

1,908 
借入金の 

返済 
（注） 

支払利息 28 未払費用 9 

借入手数料 65 － － 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

ＳＢＩマ

ネープラ

ザ株式会

社 

東京都 

港区 
100 

保険代理店業

務・金融商品仲

介業・住宅ロー

ンの代理業務等 

－ 

業務委託 

顧客紹介

手数料の

支払 

40 未払金 － 

不動産の転

貸借等 

賃貸料の

支払等 
11 

長期差入 

保証金 
10 

前払費用 0 

未払金 0 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 株式会社ＳＢＩ新生銀行からの資金の借入は、同行をアレンジャーとするシンジケーション方式による 

借入（2026年３月期末の借入残高の総額5,000百万円）のうち同行に係る内訳を記載しております。 

資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

取引金額については、短期間での借入・返済を繰り返しているため、記載を省略しております。 

(2) ＳＢＩマネープラザ株式会社との顧客紹介手数料の支払取引については、一般の取引条件及び業務委託 

内容を勘案し、その都度交渉の上で決定しております。 

(3) 不動産賃借については、転貸借であり、ＳＢＩマネープラザ株式会社の賃借条件と同一の条件で転貸借を 

受けております。 

 

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社グループは、親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社及びその子会社との間で行う取引

（以下、「支配株主との取引」）において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方

針としております。 

支配株主との取引が見込まれる際には、当該取引の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の

取引の条件と著しく相違しないことを取締役会等において事前に十分審議した上で意思決定をするこ

とにより、支配株主を除く株主の利益の保護に努めております。 

 

 

以 上 


